
 

太田川駅周辺地区街並みづくり協定本則 

 
１．街並みづくり協定の目的 

本協定は、太田川駅周辺地区をにぎわい拠点として、『東海市の顔』となる中心市街地の形成

の実現に向けて、街並みづくりに関するルールを定め、関係者のまちづくりに対する意思統一を

図るとともに、魅力に溢れた商業空間と快適な居住空間の実現を目指すことを目的とする。 
 
２．街並みづくり基本方針 

太田川駅周辺地区の街並みづくりは、次の方針に沿うものとする。 
（１）『東海市の顔』にふさわしい街づくり 
（２）緑と花が豊かな街づくり 
（３）弱者に優しいバリアフリーに配慮した街づくり 
（４）訪れても住んでも快適な街づくり 
 

３．街並みづくり協定の運営組織 

（１）本協定の適正な運営を図るため「街並みづくりルール審査委員会」を設置する。 
（２）「街並みづくりルール審査委員会」は、次の各号に掲げる事項を所掌するものとする。 

ア．街並みづくりルールの適用区域の決定・変更 
イ．関係者の建築行為等に関する事前協議及び公共団体等関係機関との連絡調整・協議 
ウ．その他、まちづくりの推進及び本協定の運用に当たって必要な事項 

（３）「街並みづくりルール審査委員会」の設置の詳細については、別途の規約に定める。 
 

４．協定及びルール適用区域 

本協定の適用範囲は、太田川駅周辺土地区画整理事業の区域とする。 
街並みづくりルールの適用区域は、太田川駅周辺の優先的街並み形成地区とする。（詳細は、

別図に示す地区を参照） 
 
 
 

大田まちづくりの会 




